
　
保
育
所
は
、
家
庭
で
の
保
育
に

欠
け
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
児
童

福
祉
施
設
で
、
保
育
所
に
入
所
で

き
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
〔
条
例
か
ら
抜
粋
〕

▼
居
宅
外
で
労
働
す
る
こ
と
を
常

　
態
と
し
て
い
る

▼
居
宅
内
で
児
童
と
離
れ
て
、
日

　
常
の
家
事
以
外
の
労
働
を
す
る

　
こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る

（
育
児
・
家
事
は
入
所
の
理
由
に

　
な
り
ま
せ
ん
）

▼
妊
娠
中
で
あ
る
か
、
ま
た
は
出

　
産
後
間
が
な
い
こ
と

▼
疾
病
・
負
傷
、
ま
た
は
精
神
、

　
も
し
く
は
身
体
に
障
害
が
あ
る

▼
長
期
の
疾
病
、
ま
た
は
精
神
、

　
も
し
く
は
身
体
に
障
害
が
あ
る

　
同
居
の
親
族
を
常
時
介
護
し
て

　
い
る

▼
震
災
・
風
水
害
・
火
災
、
そ
の

　
他
の
災
害
復
旧
に
あ
た
っ
て
い

　
る

▼
ほ
か
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認

　
め
た
場
合

　
入
所
申
込
書
の
受
付
と
同
時
に
、

保
護
者
と
の
面
談
を
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
保
育
士
に
よ
る
児
童
面
接

も
あ
り
ま
す
の
で
、
第
１
希
望
保

育
所
へ
児
童
同
伴
で
お
い
で
く
だ

さ
い
。

�
申
込
書
等
の
配
布
場
所

   

『
入
所
申
込
案
内
』『
入
所
の
し

お
り
』
は
、
各
保
育
所
・
市
役
所

総
合
案
内
・
福
祉
事
務
所
保
育
係

に
あ
り
ま
す
。

＊
申
込
書
配
布
は
、
12
月
13
日
�

　
か
ら
で
す
。

②
申
込
期
間

　 

平
成
17
年
１
月
26
日
�
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
２
月
４
日
�

　
＊
申
込
期
限
後
で
も
、
随
時
受

　
　
け
付
け
ま
す
が
、
平
成
17
年

　
　
２
月
25
日
�
を
過
ぎ
る
と
、

　
　
５
月
入
所
に
な
る
場
合
も
あ

　
　
り
ま
す
。

　
▼
書
類
の
提
出
先
は
、
市
役
所

　
　
福
祉
事
務
所
保
育
係
で
す
。

③
申
込
受
付
・
面
談
期
日
と
時
間

　
上
記
（
左
ペ
ー
ジ
）
参
照

入
所
の
基
準

入
所
の
基
準

新
規
入
所

新
規
入
所

入
所
の
基
準

新
規
入
所

継
続
入
所

５
月
以
降
の
入
所

入
所
の
承
諾
（
決
定
）

保
育
の
実
施
時
期

広広報報ななんんここくく1122月月号号4



�
募
集
開
始
年
齢
は
、
保
育
所
一

　
覧
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

�
申
込
書
に
は
、
第
１
希
望
か
ら

　
第
４
希
望
の
保
育
所
ま
で
必
ず

　
お
書
き
く
だ
さ
い
。

�
す
べ
て
の
項
目
へ
の
記
入
を
お

　
願
い
し
ま
す
。

�
全
園
の
申
込
状
況
は
、
２
月
10

　
日
�
、
各
保
育
所
並
び
に
市
の

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

　
ま
す
。

⑤
保
育
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
、

　
完
納
の
う
え
、
手
続
き
を
お
願

　
い
し
ま
す
。

入
所
の
基
準

新
規
入
所

　
12
月
６
日
�
か
ら
各
保
育
所
で

「
保
育
要
件
確
認
書
」
を
配
布
し

ま
す
。

　
手
続
き
方
法
は
、
平
成
17
年
度

保
育
の
継
続
に
つ
い
て
〔
ピ
ン
ク

の
表
紙
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

継
続
入
所

継
続
入
所

継
続
入
所

■
受
付
期
限
／
毎
月
20
日
（
土
曜
、

　
祝
日
の
場
合
は
前
日
、
日
曜
の

　
場
合
は
前
々
日
）

■
受
付
場
所
／
市
役
所
福
祉
事
務

　
所
保
育
係

■
入
所
期
日
／
翌
月
１
日
入
所

■
住
所
地
／
入
所
月
の
１
日
現
在
、

　
南
国
市
に
住
民
登
録
の
こ
と

■
手
続
き
／
４
月
入
所
と
同
じ

５
月
以
降
の
入
所

５
月
以
降
の
入
所

５
月
以
降
の
入
所

　
申
し
込
み
の
状
況
に
よ
り
、
選

考
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
選
考
の
場
合
…
選
考
基
準
は
、

　
「
南
国
市
保
育
所
入
所
承
諾
基

　
準
運
用
要
綱
」（
保
育
所
に
掲
示
）

　
に
基
づ
き
、
家
庭
で
の
保
育
に

　
欠
け
る
指
数
で
決
定
し
ま
す
。

入
所
の
承
諾
（
決
定
）

入
所
の
承
諾
（
決
定
）

入
所
の
承
諾
（
決
定
）

　
平
成
17
年
度
末
ま
で
の
保
育
に

欠
け
る
期
間
で
す
。

保
育
の
実
施
時
期

保
育
の
実
施
時
期

保
育
の
実
施
時
期

【
備
　
考
】

　
保
育
所
は
、
保
護
者
の
皆
さ
ん
が

保
育
所
を
選
択
し
、
入
所
し
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
市
内
に
は
15
の
保
育
所
が
あ
り
、

こ
の
う
ち
11
の
施
設
が
南
国
市
立
の

保
育
所
で
、
４
つ
の
施
設
が
社
会
福

祉
法
人
が
運
営
す
る
保
育
園
で
す
。

　
南
国
市
立
後
免
野
田
保
育
所
は
、

平
成
17
年
度
か
ら
社
会
福
祉
法
人

「
ふ
る
さ
と
自
然
村
」
に
移
管
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
保
護
者
の

皆
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
保
育
サ

ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
り
、
運
営
さ
れ

ま
す
。

　
ご
理
解
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

※
保
育
関
係
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
事
務
所
保
育
係
（
�
８
８
０
・
６
５
６
６
）ま
で

〜
平
成
17
年

　
　
　
　
４
月
１
日
か
ら
〜

【備考】１月26日�～28日�の各保育所の受付は上記の時間内のみです。
　１月31日�～２月４日�は市役所でのみ受付けます。児童面接は後日となります。

＊
入
所
の
可
否

　
▼
３
月
17
日
�
ご
ろ
、
保
護
者

　
　
に
通
知
し
ま
す
。

　
▼
通
知
文
書
は
、
《
新
規
入
所
》

　
　
は
郵
送
。
《
継
続
入
所
》
は

　
　
保
育
所
で
お
渡
し
し
ま
す
。

■申込受付・面談期日と時間
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